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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　安全性、車両性能の標準化かつ／または種々の規制を対象とする都市および都市外の道
路網を制御するための双方向制御システムであって、
　前記規制を表示するための前記道路網（Ｒ）の全域に配置された道路標識手段（２）を
備えており、
　車両（Ａ）に搭載されるように設計された複数の遠隔装置（３）を備えており、
　各遠隔装置（３）は、現在速度、平均速度、駐車時間、右左折、道路変更、照合確認が
できるオーナー情報、税金及び保険の支払い情報、あるいは車両盗難の有無情報の、前記
車両の静的および動的パラメータに関する第１のデータを検出および記憶する手段を備え
ており、
　道路網（Ｒ）の少なくとも一部においてユーザに情報を提供するための前記道路標識手
段（２）に接続された少なくとも一つの中央制御装置（５）を備えており、前記道路標識
手段（２）は、前記情報を前記ユーザに提供するために画像かつ／または文字を表示する
第１の双方向手段（８）を含み、前記遠隔装置（３）は前記情報を各ユーザに表示するた
めの第２の双方向手段（９）を有しており、
　前記道路標識手段（２）と前記遠隔装置（３）との間の前記情報の受信／送信のための
、前記道路標識手段（２）に連結されたトランシーバ手段（６）を備えており、
　前記車両の静的および動的パラメータに関する前記第１のデータを処理し、前記情報と
比較し、前記中央制御装置（５）に送信される第２のデータを生成するために、各遠隔装
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置（３）に少なくとも一つの電子処理装置（１０）を備えており、前記第２のデータは、
駐車規制ゾーンにおける前記車両（Ａ）の駐車時間や、交通規制ゾーンへの進入といった
規制に対するユーザの行動に関するデータ、照合確認ができるオーナー情報、税金及び保
険の支払い情報、あるいは車両盗難の有無情報を含み、
　更に、警察は、本部と前記ユーザの車両内の前記遠隔装置（３）の両方と連絡すること
ができる遠隔装置（３）を装備し、車両が盗難車か否か、税金が支払われているか否か、
保険に加入しているか否か、前記ユーザが違反等を犯していないかをチェックすることを
特徴とする双方向制御システム。
【請求項２】
　前記道路網（Ｒ）に沿って交通状況について第３のデータを得るための第１の検出手段
（４）を備えることを特徴とする請求項１に記載の双方向制御システム。
【請求項３】
　前記中央制御装置（５）は、少なくとも前記第３のデータを処理し、前記道路網（Ｒ）
の少なくとも一部において関連する情報をユーザに提供するために、前記第１の検出手段
（４）に接続されていることを特徴とする請求項２に記載の双方向制御システム。
【請求項４】
　前記第３のデータは、障害、交通の遅れ、渋滞、悪天候、一時的な駐車禁止エリア、進
入制限ゾーン、駐車制限ゾーンの存在といった現時点の状況に関するデータを含むことを
特徴とする請求項２または３に記載の双方向制御システム。
【請求項５】
　前記第２のデータは、速度超過、追い越し禁止区間での追い越し、禁止箇所での右左折
、規制区域または禁止区域への無許可の侵入、許可された時間を越える駐車の前記基準か
つ／または規則への違反が生じた出来事に関するデータを含むことを特徴とする請求項１
～４のいずれかに記載の双方向制御システム。
【請求項６】
　各遠隔装置（３）は、少なくとも前記第１のデータおよび前記第２のデータを記憶する
手段を含むことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の双方向制御システム。
【請求項７】
　前記第１のデータは、前記遠隔装置（３）が搭載された前記車両（Ａ）のメーカー、モ
デル、ナンバープレートに関する第２の情報も含むことを特徴とする請求項１～６のいず
れかに記載の双方向制御システム。
【請求項８】
　前記電子処理装置（１０）は、前記車両（Ａ）を使用するユーザを識別するための手段
を有しており、前記第１のデータは前記ユーザ識別の表示も含むことを特徴とする請求項
１～７のいずれかに記載の双方向制御システム。
【請求項９】
　前記識別手段は、一または複数の指紋検出器もしくはこれに類似する生体パラメータ検
出器かつ／または英数字キーパッドを含むことを特徴とする請求項８に記載の双方向制御
システム。
【請求項１０】
　各遠隔装置（３）は前記第１のデータを取得するための第２の検出手段を含むことを特
徴とする請求項１～９のいずれかに記載の双方向制御システム。
【請求項１１】
　前記第２の検出手段は、前記車両（Ａ）の速度センサ、道路における前記車両（Ａ）の
位置を検出するための位置センサ、前記車両の障害物への接近度を検出する接近センサ、
前記車両（Ａ）の位置を検出する手段を少なくとも一つ含むことを特徴とする請求項１０
に記載の双方向制御システム。
【請求項１２】
　前記車両（Ａ）の位置を検出する前記手段は、ＧＰＳレシーバを含むことを特徴とする
請求項１１に記載の双方向制御システム。
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【請求項１３】
　道路網Ｒに沿って配置され、かつ、オペレータに利用可能な一または複数のディスプレ
イに動作可能に接続された、一または複数のカメラを含むことを特徴とする請求項２～１
２のいずれかに記載の双方向制御システム。
【請求項１４】
　前記情報データは、
　前記道路標示（２）が存在する道路区間における現時点の制限速度の表示と、
　前記道路標示（２）が存在する道路区間における一時的に狭くなった道路箇所の表示と
、
　前記道路標示（２）が存在する道路区間における渋滞の表示と、
　前記道路標示（２）が存在する道路区間における一時的な障害の表示と、
　前記車両（Ａ）が走行する道路区間への現時点の進入禁止の表示と、
　少なくとも一時的な交通規制を有するゾーンへの進入の可否の表示と、
　前記車両（Ａ）が走行する道路区間内の駐車場で認められる現時点のディスク駐車制の
駐車時間の表示と、
　前記車両（Ａ）が走行する道路区間内の駐車場の現時点の駐車料金の表示と、
からなる表示の一または複数を含むことを特徴とする請求項１～１３のいずれかに記載の
双方向制御システム。
【請求項１５】
　携帯電話ネットワークへの接続手段を含むことを特徴とする請求項１～１４のいずれか
に記載の双方向制御システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して道路工学および交通安全の技術分野に関し、都市部および都市外の道
路網を制御するための双方向制御システムに関するものである。
【０００２】
　より詳細には、本発明は、車両の運転者にとってこの車両が走行する道路区間に関する
データの使いやすさを向上させた制御システムを提供するものであり、道路標識と同じ量
もしくはこれよりも少ない量のデータを用いるものである。
【背景技術】
【０００３】
　どの国においても、道路網は一般に道路標識を有しており、交通の流れを円滑にしかつ
制御するため、また、事故もしくは危険な状況を制限するために、ユーザに指示を与える
。
【０００４】
　このように、道路標識は、路面表示および道路標識という主に２つのグループに分けら
れる。第１のグループは、ユーザが例えば停止箇所、車線分離帯、レストエリア、追い抜
き禁止または車線変更禁止区域を認識できるように路上に配置された着色された文字およ
びラインを含み、右左折等が可能か否か等を表示するものである。
【０００５】
　一方、第２のグループは、基本的に様々な種類のポスト（標識）（すなわち信号機およ
び路上のライト等）を含む。標識は、例えば、障害、停止箇所、狭くもしくは広くなって
いる箇所、様々な種類の警告、制限速度、道路名、場所、町、特定の場所への行き方の表
示などがある。
【０００６】
　一般に信号機および路上のライトは、交差点といった重要な箇所での交通整理を助け、
あるいは、上記の表示と比較し、特に急カーブや線路といった危険な区間の存在について
より効果的な表示を提供する。
【０００７】
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　このように、道路標識は、可能な限り幅広い情報をユーザに伝える目的で提供され、ユ
ーザが車両を自身および他人のために最大限に安全に運転し、該当する道路区間に関して
可能な限り便利に常に情報を提供する。
【０００８】
　データを常にアップデート（更新）するために、動的な道路標識、すなわち特定の状況
に応じて標識を変化することができる道路標識も知られている。この例としては、交通量
が多いときまたは悪天候の場合に異なる制限速度を示すようになされている道路標識であ
る。
【０００９】
　しかしながら、これでも充分ではなく、なぜなら、運転者は道路標識の表示に常に注意
することが要求されるが、技能不足により、また過剰な道路標識や、道路標識の不適切な
配置（特定の状況で読むのが困難となる場合など）により、あるいは、他のユーザの危険
運転等の周囲の状況もしくは出来事にユーザの注意が注がれるために、常に注意すること
ができないからである。
【００１０】
　係る欠点を除去するために、特許文献１は、道路標識手段が必要な情報を与えるバーコ
ードを含む速度検出システムを開示し、一方、係るバーコードを読み込み、ユーザに利用
可能なスクリーンまたはモニタで読むことができるデータを表示するために車両に搭載さ
れる装置を開示する。
【００１１】
　技術の進化によって、このシステムは、車両に搭載された特別な装置（受信したデータ
をスクリーンに表示する）に情報を送信するトランシーバによって取って代わられた。こ
の装置の例は、特許文献２および特許文献３において開示されている。両特許は、違いが
あるにしても、共にワイヤレス手段によって、道路標識に表示されるもののデータを受信
するために道路網に沿って配置された通信網と通信する車載装置に関するものである。こ
れに関し、車両がその道路区間の制限速度を上回る速度で走行する場合、受信データを表
示するだけでなく、車両速度の比較も行って自動的に減速させる装置も公知である。この
装置の例は、特許文献４および特許文献５において開示されている。
【００１２】
　しかしながら、上記特許は、静的な道路標識手段のみに関するものであり、表示された
情報を変更することができず、ユーザがアップデートされた情報を受信できるように通信
網が加えられているが、この情報は先の道路標識手段の表示と異なることが多い。
【００１３】
　安全性のために、車載された装置がその車両の様々なセンサからの情報を処理して運転
者の運転行為の情報を得るようになされた特許も知られている。収集したデータが、道路
網上のワイヤレス通信網から得た安全基準かつ／または安全規制に適合しない場合、これ
らの装置は車内の照明から発信される光信号を用いて、あるいは特定のデータを通信網に
送信することによって、他の運転者または警察にその表示を提供する。上記の例は、特許
文献６、特許文献７、および特許文献８に開示されている。
【００１４】
　しかしながら、これらの解決策も、それらの標識が静的な情報を表示するという欠点を
有する。更なる例は特許文献９において開示されており、ワイヤレス通信網が道路状態の
データ（例えば障害など）を車載装置に発信するために用いられる。係る表示は、ランダ
ムな出来事かつ／または予想外の出来事が反映されない道路標識によって提供される表示
とは無関係なものである。
【００１５】
　このことは、表示された情報と受信した情報との間の明らかな矛盾によってユーザが混
乱するという更なる欠点がある。
【００１６】
　また、上記の先行技術文献のいずれによってもカバーされない特定の状況に関する問題
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が存在する。例えば、交通が規制され、また少なくとも特定の時間進入が制限されるエリ
アまたは道路が存在する。進入制限（制御）は複雑なものであることが多く、静的な情報
を有しかつ規則およびレートを表示する、特別な標識の提供を必要とする。規則が複雑な
ため、これらの標識は大量の情報を有しており、その車両から運転者が読むことができず
、それゆえ運転者は止まり、車両から出てその情報を読む必要がある。
【００１７】
　同様の問題は、有料駐車場またはディスク駐車制の駐車場においても起こる。駐車時間
かつ／または駐車料金は、特定の時間および日によって変更し得る。この場合はやはり、
運転者は提供された標識を読むために車両を止めて降りる必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】米国特許第６，２１３，４０１号公報
【特許文献２】米国特許第７，０１０，３９７号公報
【特許文献３】米国特許第６，８６４，７８４号公報
【特許文献４】米国特許第６，１６６，６５８号公報
【特許文献５】独国特許第１９９５１２１３号公報
【特許文献６】米国特許第６，６４３，５７８号公報
【特許文献７】米国特許第６，５０２，０３５号公報
【特許文献８】米国特許出願第２００７／０２４２３３７号公報
【特許文献９】欧州特許出願第１　３１３　０７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　本発明の主たる目的は、道路網についての基準かつ／または規制ついて一時的なもので
あってもユーザに対して常にアップデート（更新）することができる道路網を制御するた
めの双方向制御システムを提供することによって上記欠点を解消することである。
【００２０】
　更なる目的は、ユーザが係る情報を迅速かつ便利に得ることができる制御システムを提
供することである。
【００２１】
　別の目的は、ユーザを混乱させることなく交通安全を向上させる制御システムを提供す
ることである。
【００２２】
　更に別の目的は、通行が規制されている区域、進入が管理されている区域、駐車場等を
表示し、これらを管理するために用いられるのに特に適している制御システムを提供する
。
【００２３】
　これらの目的または、警察が制御（取締り）の回数を増やすことができ、ユーザにとっ
て面倒かつ時間のかかる、かつ警察にとって危険な道路封鎖の必要性を回避することがで
きるようにするという目的は、以下に詳細に記載され、主たる請求項で規定されているよ
うに、安全性、車両性能の標準化かつ／または種々の規制を対象とする都市および都市外
の道路網を制御するための双方向制御システムによって充足される。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　特に、本制御システムは、
　前記規制を表示するための前記道路網（Ｒ）の全域に配置された道路標識手段（２）を
備えており、
　車両（Ａ）に搭載されるように設計された複数の遠隔装置（３）を備えており、
　更に、警察は、前記ユーザの車載遠隔装置（３）と通信することができる車載遠隔装置
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（３）を設置しており、
　各遠隔装置（３）は、現在速度、平均速度、駐車時間、右左折、道路変更、照合確認が
できるオーナー情報、税金及び保険の支払い情報、あるいは車両盗難の有無情報の、前記
車両の静的および動的パラメータに関する第１のデータを検出および記憶する手段を備え
ており、
　道路網（Ｒ）の少なくとも一部においてユーザに情報を提供するための前記道路標識手
段（２）に接続された少なくとも一つの中央制御装置（５）を備えており、前記道路標識
手段（２）は、前記情報を前記ユーザに提供するために画像かつ／または文字を表示する
第１の双方向手段（８）を含み、前記遠隔装置（３）は前記情報を各ユーザに表示するた
めの第２の双方向手段（９）を有しており、
　前記道路標識手段（２）と前記遠隔装置（３）との間の前記情報の受信／送信のための
、前記道路標識手段（２）と結合されたトランシーバ手段（６）を備えており、
　前記車両の静的および動的パラメータに関する前記第１のデータを処理し、前記情報と
比較し、前記中央制御装置（５）に送信される第２のデータを生成するために、各遠隔装
置（３）に少なくとも一つの電子処理装置（１０）を備えており、前記第２のデータは、
駐車規制ゾーンにおける前記車両（Ａ）の駐車時間や、交通規制ゾーンへの進入といった
規制に対するユーザの行動に関するデータ、照合確認ができるオーナー情報、税金及び保
険の支払い情報、あるいは車両盗難の有無情報を含む。
【００２５】
　明らかな利点は、道路標識と車両内の両方において、直ぐに使用できるアップデートさ
れた情報を同時に利用することができることである。これにより、設置された道路標識の
数を減少させることができ、ユーザの混乱を防ぎ、更に、環境および交通状況によって何
時においても情報を制御し変更することができる。
【００２６】
　好適には、双方向手段は少なくとも一つのディスプレイを含んでおり、これは、特に第
２の双方向手段の場合に、タッチスクリーン型であり得、ユーザが遠隔装置を通して特定
の情報を入力または要求することが可能である。このことは、ユーザが一覧情報（駐車料
金など）を欲しいときに特に有用である。
【００２７】
　自動的に金銭の支払いがなされるように構成されてもよく、これによりユーザが駐車場
に入るときに係る操作に手間をかける必要はなくなる。
【００２８】
　本発明の一態様において、遠隔装置の電子処理装置が交通状況についての第３のデータ
を処理して前記中央制御装置に伝送する。
【００２９】
　一般的に、第３のデータは、障害（物）、交通の遅延、渋滞、悪天候、駐車場の一時的
な満車、進入制限区域、駐車制限区域の存在といった現在の状況の表示に関するデータを
含むことができ、一方、第２のデータは、係る基準かつ／または規制が破られた場合（例
えば速度超過、追い越し禁止区間での追い越し、禁止箇所での右左折等、規制区域または
禁止区域への無許可の侵入、許可された時間を越える駐車など）に関するデータを含むこ
とができる。
【００３０】
　従って、本発明の双方向制御システムは道路標識と車載の遠隔装置とを介して道路網の
ユーザに常時アップデートされた情報を実質的に提供する。これにより、駐車管理および
進入規制区域といった、入手困難な情報の場合であっても、便利にかつ完全にこの情報を
利用することができる。更に、ユーザは、不注意や他の理由により道路標識手段の表示を
見落としてしまったとしても、道路網の状況について常時アップデートされる。
【００３１】
　本発明の別の態様において、遠隔装置と道路標識手段との間の通信は双方向で行われ、
安全のための道路規則またはその他の規則の違反について政府当局に警告をすることがで
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きる。
【００３２】
　更に、警察は、ユーザの車載遠隔装置と通信することができる車載装置を設置するもの
であるから、これにより、ユーザの運転状況だけでなく、例えば、照合確認のためのオー
ナー情報のチェック、税金および保険が正しく払われたこと、または車両盗難報告が提出
された否かについてのチェックを行なうことができる。
【００３３】
　これにより、警察は制御（取締り）の回数を増やすことができ、ユーザにとって面倒か
つ時間のかかる、かつ警察にとって危険な道路封鎖の必要性を回避することができる。
【００３４】
　本発明の更なる特徴および利点は、本発明の双方向制御システムの好適な実施形態の詳
細な説明および添付の図面においてより明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１は、本発明による道路網を制御するための双方向制御システムの概略図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　図１は、本発明による、安全性、車両性能の標準化かつ／または種々の規制を対象とす
る都市および都市外の道路網を制御するための双方向制御システム１を示している。まず
、これは、前記安全規制および車両規制その他の規制を表示するために道路網Ｒの至る所
に配置される道路標識または標識手段２を含む。
【００３７】
　複数の遠隔装置も提供され、これらの遠隔装置は車両Ａに搭載されるように設計されて
おり、これらの遠隔装置の各々が、車両の静的または動的パラメータ（例えば現在の速度
、平均速度、駐車時間、右左折、道路の変化等）に関する第１のデータの検出および記憶
手段を備えている。
【００３８】
　好適には、本発明の双方向制御システム１は、少なくとも一つの中央制御装置５を備え
ており、この中央制御装置５は、道路網Ｒの少なくとも一部においてユーザに情報を提供
するための道路標識手段２に接続されている。これらの道路標識手段２は、ユーザに情報
を提供するために画像かつ／または文字を表示するための第１双方向手段８を含む。また
、遠隔装置３は、各ユーザのための情報を表示するための第２双方向手段９を備えており
、運転者は自身の車両に快適に座っている。
【００３９】
　このように、双方向制御システム１は、道路標識手段２と遠隔装置３との間の情報受信
／情報伝送のための、道路標識手段２連結されるトランシーバ手段６を含む。
【００４０】
　遠隔装置３は、少なくとも一つの電子処理装置１０も含んでおり、この電子処理装置１
０は、この車両の静的および動的パラメータに関する第１のデータを処理して、第１のデ
ータをこの情報と比較し、主制御装置５に送信されるべき第２のデータを生成する。この
第２のデータは、例えば駐車制限ゾーンにおける車両Ａの駐車時間かつ／または通行制限
ゾーンへの進入といったユーザの行動に関するデータが含まれる。
【００４１】
　上記のように、本発明の利点は、道路標識および車両のアップデートされた直ぐに使用
できる情報を瞬時に利用できるところにある。これにより、道路標識が少なくてすみ、送
信される情報は任意の時に制御することができ、変更することができる。特にこのことは
、駐車ゾーンおよび進入制限ゾーン等に関連する入手困難な情報を便利にかつ最大限に利
用することができる。
【００４２】
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　本発明の一態様によると、制御システムは、道路網Ｒに沿う交通状況についての第３の
データを収集するための第１の検出手段４を含む。
【００４３】
　更に、中央制御装置５が第１の検出手段４に連結されており、第３のデータを処理して
関連する情報を道路網Ｒの少なくとも一部のユーザに提供する。
【００４４】
　上記のように、道路標識と車両の両方のアップデートされた直ぐに使用できる情報を同
時に得ることができるという利点を提供し、これにより本発明の装置は従来技術の欠点を
回避することができる。
【００４５】
　上記により、好適な実施形態において、中央制御装置と、動的な道路標識と、遠隔装置
との間の通信を提供するシステムは双方向に動作可能であることを明確に示す。特に、道
路標識と遠隔装置の間の通信は一般にワイヤレストランシーバ装置を介してなされ、道路
標識と中央制御装置の間の接続はケーブルまたはワイヤレストランシーバ装置によってな
されることができる。
【００４６】
　双方向手段８、９は、一般に、少なくとも一つのディスプレイ１１、１２を備えており
、これらのディスプレイ１１、１２は、第２の双方向手段９の場合に、有利なタッチスク
リーン型であることができ、上記のようにユーザが遠隔装置を介して特定の情報を入力ま
たは要求することができる。
【００４７】
　本発明の制御システム１の真価および有用性は、特に、第１のデータに基づき生成され
た情報が常にアップデートされ、道路標識手段２（よって静的情報ではない動的情報を表
示する）と、車両Ａの遠隔装置３の両方に表示されることにある。
【００４８】
　よって、第３のデータは、障害、交通の遅れ、渋滞、悪天候、一時的な駐車禁止エリア
、進入制限ゾーン、駐車制限ゾーン等の存在といった現時点の状況に関するデータを含む
。
【００４９】
　交通安全を強化するために、各遠隔装置３を、第２のデータを中央制御装置５に送信す
るように構成することができる（第２のデータは、規制に反する出来事に関するものであ
る）。よって、各遠隔装置３は、第１、第２かつ／または第３のデータの記憶のための手
段を含んでいる。
【００５０】
　上記のように、警察が、本部とユーザの車両内遠隔装置の両方と連絡することができる
車載装置を装備しているから、車両が盗難車か否か、税金が支払われているか否か、保険
に加入しているか否か、特に、ユーザが違反等を犯していないかをチェックできるのであ
る。
【００５１】
　これにより、ユーザにとって面倒かつ時間のかかる、かつ警察にとって危険な道路封鎖
の必要性を回避し、なお制御（取締り）の機会を増やすことができる。
【００５２】
　現在の制御システム１が特に道路網Ｒの管理に用いられるように特に設計されることに
留意すべきである。例えば、通行制限ゾーン、駐車制限エリア、有料駐車場での進入の管
理および制御において用いることができる。このように、例えば、第２のデータは駐車制
限ゾーンの車両Ａの駐車時間に関するデータや、通行制限ゾーン等への進入許可に関する
データを含む。
【００５３】
　上記の制限等の全てのために要求される情報を補うものとして、第１のデータは、遠隔
装置が取り付けられた車両のメーカー、モデル、ナンバープレートに関する第２の情報も
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含むことができ、それによりこれらの情報の認識が容易になる。
【００５４】
　本発明の別の態様では、遠隔装置３の電子処理装置１０は、車両ユーザの識別のための
手段に好適に接続されており、この手段には、例えば、指紋検出器やこれに類似する生体
パラメータ検出器かつ／または英数字キーパッドが含まれる。従って、第１のデータは、
ユーザ情報も含む。
【００５５】
　各遠隔装置３が、第１のデータを得るための第２の検出手段を含むことは明らかである
。これらの第２の手段（図示せず）は、一般に、車両速度、車道における車両位置、障害
物または他の車両との接近度ならびに他の類似するデータを決定するために一以上のセン
サを含む。更に、第２の検出手段は、第１のデータが車両位置の表示を含むことができる
ように、車両位置検出手段（一般にＧＰＳレシーバを含む）を含む。
【００５６】
　第１の検出手段４は、一般的に、道路網Ｒに沿って配置され、かつ、オペレータに利用
可能な中央制御装置５かつ／または一つあるいは複数のディスプレイに動作可能に接続さ
れた、複数のセンサーかつ／または複数のカメラ１５を含む。
【００５７】
　作動中、中央制御装置５は、道路網Ｒの安全性、車両性能の標準化かつ／または種々の
規制に関する情報の、道路標識手段２および遠隔装置３への表示を制御する。
【００５８】
　第１の検出手段４は、ユーザに与えられる情報の変化を引き起こす道路網Ｒの状況を監
視するのに有効である。
【００５９】
　例えば、事故または予想外の障害の場合に、中央制御装置５は、速度制限や事故かつ／
または障害の存在に関連する情報が、適切な道路標識手段２に表示され、また、トランシ
ーバ手段６を介して関連する遠隔装置３に表示されるように監視する。
【００６０】
　特に、制限速度の降下を事故現場や障害から適当な距離で表示し、事故現場かつ／また
は障害に到達するまで制限速度を段階的に下げることが考えられる。渋滞の場合には、そ
の渋滞の列が長くなるにつれ、係る表示がなされることが考えられる。
【００６１】
　本発明の別の態様では、この情報は、過剰な渋滞を回避し、交通整理をするために、強
制的な右左折や、道路網Ｒの次ぎの区域への進入禁止を表示することができる。
【００６２】
　この規制には多くの状況が含まれるのであって、それぞれの状況が中央制御装置５によ
って作られるそれぞれ異なる種類の情報を作り出し、この情報は道路表示手段２および遠
隔装置３を介してユーザに提供される。
【００６３】
　一般に、双方向手段８、９を介してユーザに提供される情報は、例えば、現在の制限速
度や、一時的に狭くなった道路箇所や、渋滞や、一時的な障害（物）や、現在進入禁止の
区間に関するものである。
【００６４】
　上記のように、本発明の別の態様では、制御システム１は、監督当局かつ／または危険
な行為をしている他のユーザや特定のユーザに警告することにより、交通安全を改善する
ために用いられる。
【００６５】
　この目的のために、遠隔装置３のローカルの電子処理装置１０は、道路標識手段２から
受信する第２のデータを処理し、それを、車両Ａの静的かつ／または動的パラメータ（す
なわちユーザの運転挙動）を含む第１のデータと比較する。係る挙動が交通規則違反を含
む場合、中央制御装置５に送信するために第２のデータを処理することにより、その瞬時
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の表示が他のユーザおよび警察に提供され、他のユーザが危険な状況を回避することが可
能となり、警察が違反を犯しているユーザを止め、刑罰を科すことを可能にする。
【００６６】
　本発明の格別な利点は、制御システム１が道路網Ｒ上で他の情報およびサービスをより
便利に使用することを可能にすることである。
【００６７】
　このことは、その都市が一日のうち特定の時間に交通規制が行なわれるゾーンを含む場
合に、その頻度が増す。ここで、本発明の制御システム１は、特定の時間におけるそのゾ
ーンへの進入の可否に関して常にアップデートされた情報を提供する。
【００６８】
　更に、このシステムは、進入を適切に制御することができ、無許可の進入を表示し、罰
金を課すことができる。また、制限された駐車区域に関して、上記のように、ディスク駐
車制区域（日中に所定の時間駐車が許される区域または、駐車料金が日中に変化する区域
）、または、一時的にディスク駐車制となり、他の時間は無料駐車となる駐車区域がある
。繰り返して書くが、制御システム１は正確な情報をユーザに提供するのであって、ユー
ザが道路標識を見ることを必要とせず、さもなければ、道路標識はこの場合非常に多くの
情報を有することとなり係る情報を読むためにユーザが車両Ａを止めて車両から出る必要
が生じる。
【００６９】
　更に、許された時間を越えて駐車するといった違反行為の表示に加え、ユーザの識別に
より自動支払いが可能となる。実際に、ユーザは自動支払いサービスに登録することがで
き、ユーザの口座引き落とし、クレジットカード引き落とし等を利用することができる。
これにより、自動駐車および自動支払いが可能となり、ユーザを面倒から解放し、サービ
スを向上するという利点を提供する。
【００７０】
　本発明の更に別の態様では、遠隔装置３は、携帯電話会社のＳＩＭカードからなる、携
帯電話通信ネットワークへの接続手段を含む。
【００７１】
　通行制限ゾーン（進入制御システムの環境への影響に配慮した規制がある都心部を含む
）への進入を制限するための携帯電話通信ネットワークへの接続手段の使用の例を以下に
記載する。
【００７２】
　高速道路自動進入に伴って発せられる信号と同じ信号によって、ログイン・パラメータ
を入力する要求がなされ得る。遠隔装置３は、ユーザが進入を許されるか否かについて、
また、料金を支払う必要があるか否かについて表示する。この場合、遠隔装置３は、ＳＭ
Ｓ（Short Message Service：ショート・メッセージ・サービス）をサービスセンターに
送信して進入を可能にし、ＳＩＭ（Subscriber Identity Module ：加入者識別モジュー
ル）カードに支払い請求をする。
【００７３】
　駐車料金も支払うことができることは明らかである。この場合、駐車場管理者と携帯電
話通信会社との間で契約し、駐車場管理者が無料のエリアデータを提供し、ユーザの予約
を取ることもできる。ここで、ＳＩＭカードのＩＤ番号または電話番号を、ユーザＩＤと
して使用することができる。
【００７４】
　また、現在緊急通話はＳＩＭカード無しで行なうことができるが、これは音声通話のみ
である。遠隔装置３のＳＩＭカードの存在により、警察へのデータ送信が可能となる。
【００７５】
　上記の開示により、本発明の双方向制御システムは、特に道路網についての基準かつ／
または規制（一時的なものも含む）について常にユーザに対しアップデートすることを可
能にし、その目的全てを充足することが分かる。
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【００７６】
　すなわち、主な実施形態およびその変形を通して本発明は交通安全を向上させるもので
あり、通行制限や、進入制限ゾーンや、駐車区域等の表示および制御に関する情報に迅速
かつ便利にユーザがアクセスできるようにするものである。また、警察が、本部とユーザ
の車両内遠隔装置の両方と連絡することができる車載装置を装備することによって、車両
が盗難車か否か、税金が支払われているか否か、保険に加入しているか否か、特に、ユー
ザが違反等を犯していないかをチェックすることができる。これにより、ユーザにとって
面倒かつ時間のかかる、かつ警察にとって危険な道路封鎖の必要性を回避し、なお制御（
取締り）の機会を増やすことができる。
【００７７】
　添付の特許請求の範囲に記載された発明の原理において、本発明の制御システムに様々
な変更を加えることができることが理解されよう。
【００７８】
　更に、様々なニーズに従って、技術的に均等な要素、部品、大きさ、形状、材料を変更
することも可能である。

【図１】
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